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（2）6・7・1 （2）

　令和6年10月に制度改正し、12月支給分から新制度で児童手当を支給します
（公務員の方は職場から支給）。現時点の主な改正のポイントをお知らせします。
改正のポイント
①支給年齢上限が中学生から高校生年齢へ拡大（下表参照）
　現在、児童手当の支給がある場合は申請不要で増額します。
※年齢区分（お子さんの年齢が高校生年齢以上のみの家庭）により現在支給さ
れていない場合は申請が必要です（個別に通知します）。
②所得制限を撤廃
　現在、特例給付で支給がある場合は申請不要で増額します。
※所得上限超過により現在支給されていない場合は申請が必要です（個別に通
知します）。
③多子加算（第三子以降）は3万円に増額（算定児童を大学生年齢に変更）
　現在、児童手当の支給がある場合は申請不要で増額します。
※大学生年齢（18～22歳）のお子さんがいる場合は、確認書を提出することで
多子加算の算定児童になります（お子さんが同居の場合は個別に通知します）。
④支給月が年3回から6回へ
（偶数月の支給）
　新制度の切り替えは10月
分からとなり、10・11月分の
支給は12月です。12月以降
は偶数月に支給します（2・
4・6・8・10・12月）。
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児童手当支給額一覧
区分 月額 多子加算
0～2歳 1万5,000円

有り
※支給は高校生年齢

まで

3歳～小学生
1万円中学生

高校生年齢
大学生年齢 0円
※多子加算で3人目以降は3万円に増額
※支給対象として認定するには条件があります。

令和6年12月支給分から
児童手当の制度が変わります

申請の有無・支給額をシミュレーターで確認できます
　児童手当の支給状況・家族構成等を入力すると、支給予定金額や
申請の有無を確認できます（右記参照）。
※シミュレーションの結果は支給額を約束するものではありません。

6月12日に児童手当を受給した方は
申請不要です（一部を除く）
　住民登録に基づき高校生年齢のお子さんがいる家庭への増額や多
子加算を追加認定します。決定通知は10月以降に郵送予定です。
※6月1日時点で市内に住民票がある大学生年齢のお子さんと同居し
ている場合は後日、個別に確認書を郵送します。
※6月1日時点で市外へ住民票を移している高校生年齢以上のお子さ
んがいる場合は加算申請が必要となるため、該当する方は必ずご連
絡ください。

高校生年齢以下のお子さんがいる家庭で、児童手当を受給していない方は
申請が必要です
　現在、児童手当を受給していない場合、必ず申請が必要です。申請書
は7月中旬以降に順次郵送しますので、期限までに返送してください。
▷受給していない主なケース
○所得上限を超過していたため資格がなかった。
○子どもが全員高校生年齢以上であるため、資格が消滅していた。
○令和６年現況処理で資格が消滅した（別途専用の申請書を送付します）。

　新制度の支給額イメージです。家庭状況に近い家族構成
を参考にしてください。なお、大学生年齢のお子さんは確
認書を提出することで多子加算の算定児童となります。
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問子育て支援課手当助成係

こんな疑問ありませんか？

支給額イメージ

申請対象者

　受給資格は10月分から変更され、新
制度での最初の支給は12月12日以降の
予定です。

児童手当って受給
してたかな？
確認できる？

上の子が大学1年、
下の子が高校2年生
なんだけど…

大学生の子どもにも
手当がでるの？

増額はいつから？

　大学生年齢は支給対象ではありませ
ん。多子加算の算定児童となります。
※大学生年齢がいる場合、確認書の提
出が必要です（お子さんが同居の場合は
個別に通知します）。

　児童手当は6・10・2月の12日ごろ
に受給者名義の口座へ振り込んでいま
す。振込名義は「イナギシジドウテアテ」
ですので、ご確認ください。
※転入出等で資格の変更がある場合は、
上記の期日以外に支払いがあります。

子ども2人の例

子ども3人の例

子ども4人の例

月額2万5,000円

月額5万円 月額4万円

月額8万円 月額6万円

月額2万円 月額1万円

対象外です

0～2歳
1万5,000円

0～2歳
3万円

（多子加算）

0～2歳
3万円

（多子加算）

3歳～高校生
1万円

3歳～高校生
3万円

（多子加算）

3歳～高校生
3万円

（多子加算）

3歳～高校生
3万円

（多子加算）

3歳～高校生
3万円

（多子加算）

3歳～高校生
1万円

3歳～高校生
1万円

3歳～高校生
1万円

3歳～高校生
1万円

3歳～高校生
1万円

大学生
0円

大学生
0円

大学生
0円

3歳～高校生
1万円

3歳～高校生
1万円

2001年4月2日以前
生まれの方は対象外です

3歳～高校生
1万円

大学生
0円


